
 ■ 小児等在宅医療連携拠点事業             ２５年度予算     １．７億円 

○  NICUで長期の療養を要した児を始めとする在宅医療を必要とする小児等が、在宅において必要な医療・福祉サービス等が提供され、地域で安心

して療養できるよう、福祉や教育などとも連携し、地域で在宅療養を支える体制を構築する。 

目的 

○ 以下の活動等を通して地域における包括的かつ継続的な在宅医療を提供するための体制を構築する。 

  

① 行政、地域の医療・福祉関係者等による協議の場を定期的に開催し、小児等の在宅医療における連携上の課題の抽出及びその対応方針を策
定する 

② 地域の医療・福祉資源を把握し、整理した情報の活用を検討する 

③ 小児等の在宅医療に関する研修の実施等により小児等の在宅医療の受入が可能な医療機関・訪問看護事業所数の拡大を図るとともに、専門
機関とのネットワークを構築する 

④ 地域の福祉・行政関係者に対する研修会の開催やアウトリーチにより、小児等の在宅医療への理解を深め、医療と福祉の連携の促進を図る 

⑤ 関係機関と連携し、電話相談や訪問支援等により、小児等の患者・家族に対して個々のニーズに応じた支援を実施する 

⑥ 患者・家族や小児等の在宅医療を支える関係者に対して、相談窓口の設置や勉強会の実施などを通して、小児の在宅医療等に関する理解の
促進や負担の軽減を図るための取り組みを行う 

事業内容 

実施主体：都道府県（再委託可） 

【配置する職員】 
① 専任の職員 

② 事業を担当する医師 

③ 地域の医療資源及び福祉資源に詳しい  

      職員  

④ 医療的ケアに関する家族支援や、退院 

      支援などの経験を有する看護職員 

⑤ 保健師（配置が望ましい 

※ 実施カ所数：8カ所程度 
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